
令和４年度 青少年のネット非行・被害対策情報 ＜児童・生徒向け 第３号＞ 

差出人：福井県安全環境部県民安全課 

送信日：202２/５/31 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

  ●児童ポルノ事件被害児童数（全国）            ●ＳＮＳに起因する事件被害児童数（全国） 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ ・警察庁「令和 3 年における少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況」 

https://www.npa.go.jp/news/release/2022/R3syonentokei.pdf 

・警察庁「STOP！ネット犯罪－知っていますか？ネットにまつわる犯罪」 

     https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/news_2019_stop_cyber_crime.pdf 

ＳＮＳをきっかけとする犯罪被害について 

～知っていますか？ネットにまつわる犯罪～ 

事件２  自画撮り被害に注意 事件１  裸の写真を拡散された 

女子小学生（９歳）は、ＳＮＳで知り合った男と親

しくなるうち、「服を着替えられる？」等と言葉巧み

に誘導され、男のスマホの無料通信アプリで裸の写

真や動画を送信させられた。 

女子中学生（１４歳）は、交際相手に裸の写真を求

められ、「送らないなら別れる」等と言われ自分の裸

の写真を送った。その後、交際を断ったところ逆恨

みされ、ネット上に裸の写真を拡散されてしまった。 

写真や動画を一度送ってしまうと、回収困難で、

取り返しのつかないことになります。 

児童ポルノ製造・提供被害 

他人に見られて恥ずかしい写真や動画を送って

はいけません。  
児童ポルノ製造被害 

  

    児児童童ポポルルノノ、、未未成成年年者者誘誘拐拐ななどどのの被被害害がが全全国国でで発発生生！！！！ 

●児童ポルノ事件 

★自分で裸の写真を撮って送信させられるケースが増えています 

   他人に見られて恥ずかしい写真や動画は、相手が友達でも絶対に送ってはいけません。 

 ●SNS 起因事件 

★楽しくて便利なＳＮＳで多くの児童が被害にあっています 

   ネット（ＳＮＳ）で知り合った人は、知らない人と同じです。簡単に信用しないこと。 

 ●事件の被害者にならないために 

★フィルタリングを必ず使いましょう 

 被害にあってしまった児童の約 9 割がフィルタリングを使っていませんでした。 

   携帯電話販売店や保護者に、フィルタリングの設定をしてもらいましょう。 

本メールに関して御質問、お問い合わせがある場合は下記まで御連絡ください。 
【担当】福井県安全環境部県民安全課   

☎:0776-20-0745（直通） メール：kenan@pref.fukui.lg.jp  
                 ★子どもの安全安心に関する情報などをツイッターで発信しています


